
  

  

○民生委員児童委員の法的な位置づけ 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、児童

福祉法に基づく児童委員を兼ねています。 

任期は３年間で、３年毎に一斉改選が行われます（次期は２０２２年１２月１日

から）。 

民生委員児童委員の中から、子ども・子育てを主に担当する「主任児童委員」が

指名されます。 

お問い合わせ 

○ 福岡県福祉労働部福祉総務課 ＴＥＬ：０９２－６４３－３２４３ 

○ お住まいの市町村の民生委員・児童委員担当課 

○活動に必要な経費について 

民生委員児童委員は無報酬のボランティアとして活動しています。 

ただし、日々の活動に必要な費用（交通費や電話代）が支給されます。年間の支

給額については、所属する民児協に確認してください。 

○会費等の負担について 

すべての民生委員児童委員は、地区民生委員児童委員協議会に所属し、活動を行

います。なお、所属する民生委員児童委員協議会によっては、会費を納める必要が

あります。また、全国すべての民生委員児童委員を会員として、相互扶助と資質の

向上を目的に、全国民生委員互助共励事業が行われています。 

地区民生委員協議会の会費や全国民生委員互助共励事業の詳細については、所属

する民児協に確認してください。 

＜まめ知識・民生委員の活動が発祥となった福祉活動＞ 

①歳末たすけあい運動 
 ・戦災者、傷痍軍人などを助けたいという歳末同情運動を受け、民生委員児童委員協議会が

主催する歳末たすけあい運動に発展。現在は、赤い羽根共同募金の一環として行われてい

ます。 

②生活福祉資金貸付 
 ・低所得者層の生活保護層への転落を防ぐため、民生委員児童委員が行った世帯更生運動の

世帯更生資金貸付制度が基となっています。 

福岡県 

民生委員児童委員、主任児童委員 

地域を舞台に人を支える 

全国民生委員児童委員連合会 これからの民生委員児童委員活動に関するスローガン 

『支えあう 住みよい社会 地域から』 

（民生委員児童委員のマーク） 

③ 



【活動例】 

 支援対象のひとり暮らし高齢者を訪問

した。元気な姿を確認してひと安心。 

 介護サービスを利用したいとの相談が

あったので、地域包括支援センターに

問い合わせを行った。 

①個別支援活動 

【活動例】 

 主任児童委員と一緒に、子育てサロン

の開催に協力した。みんな、「また参加

したい」と大好評。 

 学校の登下校時間に、見守り活動、防

犯パトロールに協力した。 

②地域福祉活動 

【活動例】 

 民児協の定例会に参加し、住民からの

相談への対応方法を話し合った。 

 民児協の役員決めに参加。副会長に選

ばれた。会長をサポートして、会を盛

り上げていこう。 

③民児協活動 

 生活が困窮している世帯を訪問して悩

み事を聞いた。その後、社会福祉協議

会につないだ。 

 育児に悩む家庭に、子育てサロンを紹

介した。 

 

 自治会の行事に参加し、福祉関係のイ

ベントについて説明した。 

 校区夏祭りの打合せに参加した。民生

委員活動をＰＲする時間がもらえそう

だ。 

 県民児協が主催する民生委員大学に参

加した。いろいろな福祉の制度につい

て理解が深まった。 

 

 

◆ 仲間の民生委員と交流し、一緒に活動する「楽しさ」を感じることができます。 
 

◆ 地域の様々な人たちと交流し、地域の繋がりを感じることができます。 
 

◆ 相談者の立場に立って悩みを解決し、喜んでもらうことができます。 
 

◆ いろいろな体験を通じて、地域の役に立っていると感じることができます。 
 

◆ 活動を通じて、年代の違う人たちと知り合いになることができます。 
 

「民生委員活動のやりがいを感じる時」（平成３０年２月福岡県調査結果から） 

やってよかった民生委員児童委員 

私たちは、地域の皆さんのため、

日々、活動しています。 

大変なこともありますが、「あり

がとう」と言われた時の喜びは格

別です。 

 私たちと一緒に、この喜びを分

かち合いましょう! 

◆ 民生委員児童委員は、地域住民の身近な相談相手で、専門機関へのつなぎ役です。 

◆ 主な活動としては「３つの活動」があります。 

◆ ６年以上勤めて辞職された方には厚生労働大臣感謝状が贈呈されるほか、厚生労働大 

臣や県知事等による表彰制度もあります。 

民生委員児童委員の活動 

民生委員児童委員協議会について 

連合組織（任意） 

民生委員児童委員の全員が、地区の民生委員児童委員協議会（民児協）に所属 

します。民児協では、毎月定例会を開催しているほか、福祉に関する研修や、担当

している世帯への支援方法の検討を行っており、日々の活動を進めていくうえで 

欠かせない場となっています。 

全国民生委員 

児童委員連合会 

（全民児連） 

都道府県・

指定都市 

民児協 

○○市 

民児協 

○○市△△地区 

民児協 

○○市□□地区 

民児協 

▲▲町村 

民児協 

単位組織（法定） 

相談業務とは 
定例会への参加や研修など、問題解決や自己研鑽を図っていくうえで必要な活動で

す。 

 ひとり暮らしの高齢者世帯、生活に困窮している世帯、子育て中の世帯などの見守

りや支援を行います。必要に応じて、相談内容を市町村の担当課や専門機関へつなぎ

ます。 

行政区や自治会、町内会の福祉活動で、地域によっては共同募金の呼びかけなども

含まれます。 

※各活動を通じて得た情報を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されます。 
① ② 


